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１ 事 業 評 価 の 目 的  

 

 「新宿区立環境学習情報センター」は、環境学習や環境活動の拠点として、ま

た、環境問題に取り組む区民、団体、企業、行政の協働の拠点としての施設を目

指して、平成 16 年 6 月に開設した施設です。   

また、「新宿区立区民ギャラリー」は、文化及び教育の振興を目的として、区民

の文化・学習活動により創作した作品の発表の場を提供する施設であり、平成 2

年の開設以降、多くの団体・個人等に利用されています。 

 区は、平成 16 年度から指定管理者制度を導入し、公募により選ばれた「特定

非営利活動法人新宿環境活動ネット」が、両施設の管理運営業務を行っています。 

 指定管理者が行う管理運営業務の具体的な内容については、区と指定管理者が

締結する基本協定書及び年度当初に締結する協定書で定めています。 

平成２５年度の業務が協定書に基づいて不足なく行われているかどうか、また、

施設の設置目的に沿って運営されているかということについて、第三者の目から

チェックを行い、今後の管理業務に反映させるため、環境学習情報センター及び

区民ギャラリーの指定管理者の管理運営業務に係る事業評価を行うものです。 
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２ 評 価 対 象 施 設 の 概 要  

 

(1) 所 在 地：東京都新宿区西新宿２－１１－４（新宿中央公園内） 

(2) 施 設 の 愛 称：「エコギャラリー新宿」 

(3) 施 設：環境学習情報センター（２階）……約６１６㎡ 

・展示室（約 100 ㎡・有料貸出） 

・研修室（約 90 ㎡・有料貸出） 

・情報コーナー（約 70 ㎡） 

・事務室（約 35 ㎡） 

区民ギャラリー（１階）……約６０１㎡ 

・展示ホール（約 260 ㎡・有料貸出） 

(4) 開 館 時 間：環境学習情報センター…午前１０時～午後９時 

区民ギャラリー…………午前１０時～午後６時 

(5) 休 館 日：毎月第４月曜日、１２月２９日～１月３日 

         ※第４月曜日が休日の場合は翌日が休館日となります。 

(6) 開 設：環境学習情報センター…  平成１６年 

区民ギャラリー…………  平成 ２年 

(7) 指 定 管 理 者：特定非営利活動法人新宿環境活動ネット 

(８) 指定管理期間：Ⅳ期 平成 24 年４月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

（参考）Ⅰ期 平成 16 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日 

Ⅱ期 平成 18 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日 

Ⅲ期 平成 21 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日 

(９) 管理運営業務の概要 

① 施設運営業務 

施設の利用承認事務、利用料金の収納事務、受付・窓口業務、庶務 など 

② 施設管理業務 

清掃、警備、各種設備保守点検 など 

③ 環境学習情報センターの事業の運営 

 区民、ＮＰＯ、企業、行政などすべての主体が連携し、環境への意識の向

上を図るための事業（講座、講演会、イベント、情報発信など）の実施 

  ④ 区民ギャラリーの事業の運営 

   区民、ＮＰＯ、企業、行政などすべての主体が連携し、文化及び教育の振

興を図るための事業（利用者懇談会、ランチタイムコンサートなど）の実施 
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３ 評 価 の 概 要  

 

評価は、「新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリーの指定

管理者の管理運営業務の事業評価に関する要綱」に基づき行いました。 

 

(1) 評価者 

①名称: 新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリー指定管 

理者評価委員会 

②委員: ５名（学識経験者１名、区職員４名） 

・丸田 頼一 （環境審議会会長） 

・松浦 美紀 （角筈特別出張所長） 

・橋本 隆  （文化観光課長） 

・吉川 洋志 （みどり公園課長） 

・組澤 勝  （ごみ減量リサイクル課長） 

 

(2) 評価期間 

  平成 2５年 4 月 1 日～平成 2６年 3 月 31 日 

(3) 評価項目 

① 環境学習情報センターの施設管理運営業務に関すること 

② 区民ギャラリーの施設管理運営業務に関すること 

③ 環境学習情報センターの事業に関すること 

④ 区民ギャラリーの事業に関すること 

⑤ 収支状況に関すること 

(4) 評価対象 

指定管理者が作成した、「平成 2５年度新宿区立環境学習情報センター及び新

宿区立区民ギャラリーの管理運営に関する事業報告書」と関連資料及び指定管

理者へのヒアリング等により評価を行いました。 

(5) 評価方法 

各評価項目について、Ａ～Ｄの記号により評価し、優れている点、指摘すべ

き点をまとめました。 

なお、Ａ～Ｄの評価の判断基準については、以下のとおりとしました。 

Ａ…優れている 

Ｂ…適正に行われている 

Ｃ…最低限必要なことは行われている 

Ｄ…改善を要する 
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４ 評 価 結 果 （ 総 合 的 な 評 価 ）  

 

 

評価項目 評価 

（１） 環境学習情報センターの施設管理運営業 

務に関すること 
Ｂ 

（２） 区民ギャラリーの施設管理運営業務に関 

すること   
Ｂ 

（３）環境学習情報センターの事業に関すること Ｂ 

（４） 区民ギャラリーの事業に関すること Ｂ 

（５）収支状況に関すること Ｂ 

 総合的な評価 Ｂ 

 

※ Ａ…優れている 

   Ｂ…適正に行われている 

    Ｃ…最低限必要なことは行われている 

     Ｄ…改善を要する 

 

 事業報告書やヒアリングからは、指定管理者が公共施設の管理運営を行うこと

に対して、高い意識と意欲を持って事業の実施に取り組んでいる姿勢が認められ

ました。 

 

 総合的に見て、協定書に定められた内容は満たされており、概ね良好に管理運

営業務が行われていたと認められます。 

 

事業については、企画や実施にあたり、区民参加型運営を推進し、多くの区民

や企業・地域団体・学校等との協働・連携を図っていることや、新たな参加者を

掘り起こすための講座等を実施し、積極的に事業に取り組んでいることは高く評

価できます。 

 

現状の評価として大きな問題点は見当たりませんが、引き続き新たな利用者の

拡大を図るとともに、参加が比較的少ない中小企業者などへの取り組みを工夫し、

より一層の事業効果を上げることを期待します。 
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５ 各 評 価 項 目 に 関 す る 評 価 結 果  

 

(1) 環境学習情報センターの施設管理運営業務に関すること 

 

 施設運営業務及び施設管理業務について、利用申請・団体登録手続き、人員

配置、利用者への対応や安全確保、団体等との連携などの視点から評価を行い

ました。 

 

【評価の結果】 

基本協定書及び平成２５年度協定書に基づいて、管理運営業務は概ね良好に

行われていると認められます。 

 

● 施設管理について 

 当該施設が平成 25 年度から災害時の「帰宅困難者一時滞在施設」に位置づ 

けられたことを受け、自主防災訓練時に、地震を想定した、より実践に近い訓 

練を、施設利用者の協力を得て実施している点は、高く評価できます。 

 清掃や施設整備点検等は適正になされています。施設が老朽化し経年劣化が 

進んでいるため、安全上重要な箇所については、今後とも、保守点検に優先的 

に取り組むべきです。 

 

● 人員配置について 

環境学習情報センター事業の発信や工夫のため、専門的な知識を有する、 

地域環境学習コーデｲネーターを配置していることは適切です。 

  

● 施設の利用状況について 

新たな利用者を発掘するため、環境月間などイベントに参加した、学校や 

企業のネットワークを活用しながら、学生や事業者などにも環をひろげ、利用

者を増やしていく努力をしていることは評価できます。 

しかし、施設稼働率は横ばいとなっています。稼働率向上のために、事業内

容等の工夫がより一層行われることを期待します。 
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(２) 区民ギヤラリーの施設管理運営業務に関すること 

 

 施設運営業務及び施設管理業務について、利用申請・団体登録手続き、人員

配置、利用者への対応や安全確保、団体等との連携などの視点から評価を行い

ました。 

 

【評価の結果】 

基本協定書及び平成２5 年度協定書に基づいて、管理運営業務は概ね良好に

行われていると認められます。 

 

● 施設管理について  

当該施設が平成 25 年度から災害時の「帰宅困難者一時滞在施設」に位置づ 

 けられたことを受け、自主防災訓練時に、地震を想定した、より実践に近い訓 

 練を、施設利用者の協力を得て実施している点は、高く評価できます。 

 清掃や施設整備点検等は適正になされています。施設が老朽化し経年劣化が 

進んでいるため、安全上重要な箇所については、今後とも、保守点検に優先的 

に取り組むべきです。 

 

● 施設の利用状況について 

 稼働率は、昨年度に比べやや減となりました。 

今後は、生涯学習団体や環境学習団体等との連携のもと、区民ギャラリーの 

利用団体を増やしていく努力が必要です。 
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(３) 環境学習情報センターの事業に関すること 

 

指定管理者が企画、運営を行った環境学習情報センター事業について、事業

の推進に係る理念や、各事業の有効性、団体等との連携などの視点から評価を

行いました。 

 

【評価の結果】 

環境活動を広げるための情報発信拠点として、適切に事業推進を行っている 

 ことが認められます。 

全体的に、協定書に定めた実施内容に比較して、多くの事業で実績を上回り

ました。また、「顕微鏡講座」など新たな事業を実施し、利用者層を広げるため

の工夫をするなど、熱心に取り組まれていることは評価に値します。 

事業は充実していると言えますが、子どもや学校向けのものが中心となって 

おり、企業に対する取り組みが弱いものと感じられ、今後は、企業特に中小企

業に対する取り組みを強化する必要があると考えます。 

また、環境学習関連事業に対してあまり関心を持っていない区民等にも、参 

加してもらえるような事業内容等の工夫も望まれます。今後も更なる積極的な

事業展開を期待します。 

 

● 事業の実施について 

    区民・事業者等の、関心の高い環境学習メニューを取り入れ実施されており、

身近な環境問題への関心の薄かった方も、新たに環境問題に取り組む機会とな

ったことは高く評価できます。 

  また、地域の環境リーダーとなりうる人材を育成する「新宿区エコリーダー

養成講座」を通じて、環境問題に取り組む人材の育成が効果的に行われている

と認められます。 

    環境学習出前講座を通じ、学校の総合学習や地域行事への講師派遣を積極的

に行い、出前講座の実績を着実に伸ばしています。この事業による家庭や地域

における環境負荷の低減や環境活動の取り組みへの啓発は効果的です。 

  ただし、出前講座の利用が特定の学校等に集中しており、今後、利用がない

学校等も活用できるよう、実施や周知の方法について工夫していく必要がある

と考えます。 
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(４) 区民ギャラリーの事業に関すること 

 

指定管理者が企画、運営を行った区民ギャラリー事業について、事業の推進

に係る理念や、各事業の有効性、団体等との連携などの視点から評価を行いま

した。 

 

【評価の結果】 

事業については、年度協定書に基づき計画通り、実施していると認められま

す。複合施設としての特徴を生かしながら、環境学習情報センター事業である

「協働推進パートナーシップ会議」との連携のもと、「環境カレンダー展」や「み

どりのカーテン展」等を実施していることは、評価できます。 

特に、ランチタイムコンサート実施は、利用者の発掘及び区民ギャラリーの

周知に効果的であると考えます。 

今後も更なる積極的な事業展開を期待します。 

 

 (５) 収支状況に関すること 

 

 施設の管理運営及び事業の実施に係る収入及び支出の状況について、会計管

理や現金の管理が適正に行われていたかなどの視点から評価を行いました。 

 

【評価の結果】 

収入及び支出に関しては、協定の趣旨に沿って収支計画を立て、適正に管理

されています。 

また、会計管理については税理士へ委託し、適正に管理されています。 
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６ お わ り に  

 

 全体的に地域と企業や団体等との連携を強めるほか、環境に関する意識を高め、 

普及啓発に取り組んだことが認められます。 

 今後は、環境に対する関心が高いとはいえない区民や事業者等に対しても、環

境に配慮したまちづくりに向けて、積極的に参加してもらえるような事業展開を

期待します。 

なお、環境学習情報センターが、新宿中央公園内にあるという立地条件を十分

生かせるよう、新宿中央公園指定管理者との連携による取り組みを企画するとと

もに、より地域に根差して、多くの区民から利用される施設にするための工夫を

しながら、活動をしていくことを望みます。 

 また、施設の老朽化もあり、施設の保全に幾つか課題も見受けられています。 

施設の安全管理面について、所管課との十分な連携を要望します。 

 

本評価委員会としては、これらの点も含めて、本報告書で提起された事項が改

善されることにより、環境学習情報センターと区民ギャラリーがより一層魅力的

な施設となることを切望します。 
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(1) 新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリーの指定管理者の 

管理運営業務の事業評価に関する要綱（評価シート） 

(２) 新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリー指定管理者評価 

委員会の開催実績 

 (３) 平成 24・25 年度新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリー

の管理運営に関する事業報告書 抜粋 

 

 



新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリーの 

指定管理者の管理運営業務の事業評価に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿区立環境学習情報センター（以下「センター」という。）及び新

宿区立区民ギャラリー（以下「ギャラリー」という。）の指定管理者が実施した管理運営

業務の事業評価について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（評価委員会の設置） 

第２条 事業評価を行うため、新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリ

ー指定管理者評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、評価報告書を作成し、環境清掃部長に報告するものとする。 

（組織及び委員の構成） 

第４条 委員会は、次に掲げる者につき、環境清掃部長が委嘱し、又は任命する委員をも

って組織する。 

(1) 指定期間最終年度   学識経験者 ３名、新宿区職員 ２名 

 (2) 上記(1)以外の年度  学識経験者 １名、新宿区職員 ４名 

２ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじ

め指名したものがその職務を代理する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、第４条により委嘱し、又は任命した日から評価を実施した年度の

末日までとする。 

（委員会の開催） 

第６条 委員長は委員会を招集し、議長として会を運営する。 

２ 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

 （評価対象） 

第７条 委員会は、センター及びギャラリーの評価実施年度の前年度事業について、管理

運営業務が適正に行われたかどうかを評価する。 

（評価の方法及び基準） 

第８条 事業評価の方法は、次に掲げる項目について、指定管理者が提出したセンター及

びギャラリーの管理運営に関する事業報告書、ヒアリング等及び環境対策課が指定ない

し作成した資料に基づき、別に定める基準により評価を行うものとする。 

 (1) 施設の管理運営業務に関すること 

(2) 環境学習関連事業に関すること 

(3) 収支状況に関すること 

参考資料(1) 



(4) その他委員会が必要と認める事項 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、環境清掃部環境対策課が担当する。 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則  この要綱は、平成 22 年７月 30 日から施行する。 

 

附 則  この要綱は、平成 24 年７月 10 日から施行する。 

 



平成 25 年度環境学習情報センター 

指定管理者の管理運営業務に係る事業評価 

－ 評価シート － 

■ 評価項目１ 環境学習情報センターの施設管理運営業務に関すること      ■評価項目２環境学習情報センターの事業に関する 

 

◎「評価」はＡ～Ｄの記号により行うものとします。 
Ａ（優れている）／Ｂ（適正に行われている）／ 
Ｃ（最低限必要なことは行われている）／Ｄ（改善を要する）

評価の基準（ポイント） 評価 評価コメント 

(1) 条例、規則に基づく利用申

請の手続きや利用承認の判

断、及び団体登録手続きは適

切に行われていたか。 

  

(2) 人員配置は適正であった

か。 
  

(3) 施設の利用者を増やす努力

をしていたか。 
  

(4) 利用者が施設を安全かつ快

適に利用できるよう、清掃や

設備点検等の施設管理が適切

になされていたか。 

  

(5) 施設の運営について、様々

な団体等との連携を図ってい

たか。  
  

(6) 緊急事態への対応が適切で

あったか、また、緊急事態に

対する訓練が適切に行われて

いたか。 

  

(7) 個人情報保護、及び情報公

開に関する対応は適切になさ

れていたか。 
  

評価項目１ 総合評価   

評価の基準（ポイント） 評価 評価コメント 

(8) 事業の推進について、明確な

ビジョンを持っていたか。 

  

(9) 各事業は、当初の計画に対し

て不足なく実施できていたか。

  

(10) 環境情報を広く区民等に発

信できる体制を構築していたか。

  

(11) 環境について関心の低い区

民等に対し、入門的な事業を効果

的に実施できたか。 

  

(12) 地域の環境リーダーとなり

うる人材の育成に関する事業を

効果的に実施できたか。 

  

(13) 子供たちに対して、環境問題

への気づきを提供するような事

業を効果的に実施できたか。 

  

(14) 事業者に対して、様々な環境

情報の提供や、環境行動の推進

につながる事業を効果的に実

施できたか。 

  

(15) 事業の運営にあたっては、多

くの参加者を得られるような工

夫をしていたか。 

  

（16) 事業について、様々な団体

等との連携を図っていたか。 

  

評価項目２  総合評価 

  

評価委員（  ） 

※ 評価Ａもしくは評価Ｄの場合は、評価コメント欄に評価の理由等をご記

入ください。評価Ｂ、評価Ｃにつきましても、出来るだけのご記入をお

願いいたします。 
※ 各評価項目の総合評価欄、及び全体を通じての総合的な評価の欄にも、

評価コメントをご記入ください。 

 



平成 25 年度区民ギャラリー 

指定管理者の管理運営業務に係る事業評価 

－ 評価シート－ 

◎「評価」はＡ～Ｄの記号により行うものとします。 
Ａ（優れている）／Ｂ（適正に行われている）／ 
Ｃ（最低限必要なことは行われている）／Ｄ（改善を要する）

■ 評価項目１ 区民ギャラリーの施設管理運営業務に関すること           ■評価項目２区民ギャラリー の事業に関すること 
 

 

 

 

                                

評価の基準（ポイント） 評価 評価コメント 

(1) 条例、規則に基づく利用申請の手

続きや利用承認の判断、及び団体登録

手続きは適切に行われていたか。 
  

(2) 人員配置は適正であったか。   

(3) 施設の利用者を増やす努力をして

いたか。 
  

(4) 利用者が施設を安全かつ快適に利

用できるよう、清掃や設備点検等の

施設管理が適切になされていたか。 
  

(5) 施設の運営について、様々な団体

等との連携を図っていたか。  
  

(6) 緊急事態への対応が適切であった

か、また、緊急事態に対する訓練が

適切に行われていたか。 

 

 

(7) 個人情報保護、及び情報公開に関

する対応は適切になされていたか。 

 

 

 評価項目１ 総合評価   

評価の基準（ポイント） 評価 評価コメント 

(8) 事業の推進について、明確

なビジョンを持っていたか。 

  

(9)事業は、当初計画に基づき予

定どおり実施できていたか。 

  

(10)事業の運営にあたっては、

多くの参加者を得られるような

工夫をしていたか。 

  

(11)複合施設としての特徴を生

かし、センター運営事業との連

携のもと、事業を実施できたか。

  

評価項目２  総合評価 

  

評価委員（  ） 

※ 評価Ａもしくは評価Ｄの場合は、評価コメント欄に評価の理由等をご記入

ください。評価Ｂ、評価Ｃにつきましても、出来るだけのご記入をお願いい

たします。 
※ 各評価項目の総合評価欄、及び全体を通じての総合的な評価の欄にも、評

価コメントをご記入ください。 

 

 

 



平成25年度環境学習情報センター及び区民ギャラリー 

指定管理者の管理運営業務に係る事業評価 

－ 評価シート － 
 

 
 
 
 

 
■ 収支状況に関すること 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全体を通じての総合的な評価 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 評価Ａもしくは評価Ｄの場合は、評価コメント欄に評価の理由等をご記入ください。評価Ｂ、 

評価Ｃにつきましても、出来るだけのご記入をお願いいたします。 
※ 各評価項目の総合評価欄、及び全体を通じての総合的な評価の欄にも、評価コメントをご記入 

 ください。 
 

◎「評価」はＡ～Ｄの記号により行うものとします。 
Ａ（優れている）／Ｂ（適正に行われている）／ 
Ｃ（最低限必要なことは行われている）／Ｄ（改善を要する） 

評価の基準（ポイント） 評価 評価コメント 

(1) 収入及び支出について、その都度

記帳するなど、適正に管理されて

いたか。 
  

(2) 運営費、管理経費、事業費のそれ

ぞれについて、使途は明確で、適

正に支出されていたか。 
  

(3) 現金、金券等は適切に管理されて

いたか。 
  

 総合評価   

評価 評価コメント 

  

評価委員（  ） 

）



新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラリー 

指定管理者評価委員会の開催実績 

 

 

【 第一回評価委員会】 

１ 日 時：平成 26 年 7 月 14 日（月）午後２時～４時２５分 

２ 場 所：新宿区立環境学習情報センター ２階研修室 

３ 出席者：５名 

      丸田委員、松浦委員、橋本委員、吉川委員、組澤委員 

４ 議 事：(1) 指定管理者に対するヒアリング 

        (2) 評価シートの作成 

       (3) 評価内容の審議 

 

 

【第二回評価委員会】  

１ 日 時：平成 26 年８月８日（金） 午後 2 時～５時 

２ 場 所：新宿区役所 本庁舎 ３階３０１会議室 

３ 出席者：５名 

       丸田委員、松浦委員、橋本委員、吉川委員、組澤委員 

４ 議 事：評価報告書について 

     

  

参考資料(2) 



施設の利用状況

月 １F ２F 種　別 展示ホール 研修室 展示室 合計件数
登　録 4 7 1 12
一　般 1 6 1 8

自　主(施設見学含む) 0 16 10 26
免　除 0 2 1 3
登　録 4 5 1 10
一　般 1 10 0 11

自　主(施設見学含む) 1 17 9 27
免　除 0 3 0 3
登　録 4 7 2 13
一　般 1 8 2 11

自　主(施設見学含む) 3 16 5 24
免　除 0 3 0 3
登　録 1 4 2 7
一　般 5 11 2 18

自　主(施設見学含む) 5 10 11 26
免　除 0 2 1 3
登　録 0 5 0 5
一　般 4 6 1 11

自　主(施設見学含む) 4 19 12 35
免　除 1 1 1 3
登　録 3 5 1 9
一　般 4 5 0 9

自　主(施設見学含む) 2 19 5 26
免　除 0 3 0 3
登　録 4 10 2 16
一　般 1 4 1 6

自　主(施設見学含む) 1 16 5 22
免　除 2 5 0 7
登　録 1 5 0 6
一　般 4 6 1 11

自　主(施設見学含む) 3 16 3 22
免　除 0 1 0 1
登　録 0 6 1 7
一　般 0 10 0 10

自　主(施設見学含む) 4 9 6 19
免　除 1 4 1 6
登　録 0 4 0 4
一　般 1 6 2 9

自　主(施設見学含む) 2 12 6 20
免　除 0 1 0 1
登　録 0 3 3 6
一　般 4 8 4 16

自　主(施設見学含む) 2 15 2 19
免　除 0 5 0 5
登　録 1 6 1 8
一　般 0 9 2 11

自　主(施設見学含む) 4 9 8 21
免　除 0 1 0 1

１F ２F 展示ホール 研修室 展示室
総合計

利用件数
登　録 22            67          14          103
一　般 26            89          16          131
自　主 31            174         82          287
免　除 4             31          4            39

 合計： 45359人 合　計 83            361         116         560
(参考）

１F ２F 展示ホール 研修室 展示室
総合計

利用件数
登　録 25 55          6            86
一　般 24 100         12          136
自　主 38 179         73          290
免　除 3 29          5            37
合　計 90 363         96          549

 平成２５年度新宿区立環境学習情報センター及び新宿区立区民ギャラ
リーの管理運営に関する事業報告書（抜粋）（参考：平成２４年度）

参考資料（３）

25年度
総合計

        18,942         26,417

24年度
総合計

        19,901         27,864

12月 2,484          

・登録とは、区民ギャラリー、環境学習情報センターの登録団体で有料の利用者を示す
・一般とは、有料の利用者を示す　・免除とは、区や都などの行政が無料で利用したものを示す
・自主とは、センター職員など指定管理者が無料で利用したものを示す

2月 588            1,617          

3月 1,160          2,833          

 合計：47765人

2,419          

1月 875            1,582          

10月 1,841          2,479          

11月 1,663          2,435          

8月 2,035          2,539          

9月 1,593          1,649          

6月 1,670          3,212          

7月 1,278          2,128          

利用・参加人数 利　用　件　数

4月 1,218          1,596          

5月 2,537          1,928          



施設稼働率

ギャラリー 展示室

利用可能
面数

利用面数 稼働率
利用可能

面数
利用面数 稼働率

常設展を含んだ
稼働率

常設展
利用面積

4月 58 43 74.1% 4月 58 18 31.0% 34.5% 2

5月 60 56 93.3% 5月 60 28 46.7% 46.7% 0

6月 58 46 79.3% 6月 58 36 62.1% 62.1% 0

7月 60 29 48.3% 7月 60 36 60.0% 76.7% 10

8月 60 42 70.0% 8月 60 44 73.3% 73.3% 0

9月 58 42 72.4% 9月 58 47 81.0% 81.0% 0

10月 60 52 86.7% 10月 60 29 48.3% 48.3% 0

11月 58 49 84.5% 11月 58 36 62.1% 62.1% 0

12月 54 51 94.4% 12月 54 11 20.4% 20.4% 0

1月 54 35 64.8% 1月 54 31 57.4% 87.0% 16

2月 54 23 42.6% 2月 54 22 40.7% 40.7% 0

3月 60 19 31.7% 3月 60 29 48.3% 48.3% 0

25年度
総合計面数 694 487 70.2%

25年度
総合計面数 694 367 52.9% 56.9% 28

◎１日あたり半面の２面利用可能として算出（２面/１日） ◎１日あたり半面の２面利用可能として算出（２面/１日）

（参考） （参考）

2４年度
総合計面数 694 530 76.4%

2４年度
総合計面数 694 252 36.3% 62.2% 180

研修室

利用可能
時間数

利用時間数 稼働率 一　般 その他 一　般 その他

4月 261 110 42.1% ４月 53 57 5 11

5月 270 135 50.0% ５月 57 78 1 27

6月 261 127 48.7% ６月 66 61 16 20

7月 270 116 43.0% ７月 73 43 8 38

8月 270 116 43.0% ８月 38 78 10 34

9月 261 114 43.7% ９月 45 69 3 44

10月 270 144 53.3% １０月 69 75 22 7

11月 261 125 47.9% １１月 49 76 6 30

12月 243 125 51.4% １２月 78 47 3 8

1月 243 99 40.7% １月 41 58 2 45

2月 243 102 42.0% ２月 40 62 19 3

3月 270 104 38.5% ３月 67 37 18 11

25年度
合計時間数 3123 1417 45.4%

25年度
合計時間数 676 741 113 278

◎１日あたり９時間利用可能として算出 ※登録団体は一般に含まれる。

(参考） (参考）
2４年度

合計時間数 3123 1341 42.9%
2４年度

合計時間数 619 722 94 342

研修室利用時間数の内訳 展示室利用面数の内訳

平成２５年度 （参考：平成２４年度）



収入額

　 委託料収入 その他収入

人件費 13,792,000 13,792,000 0 13,936,776 △ 144,776

運営事務費 7,028,910 3,240,000 3,788,910 6,975,926 52,984
事務費及び光熱水費
その他収入は、施設利用料等

施設管理経費 13,975,000 13,975,000 0 13,570,760 404,240

事業経費 33,800,782 32,700,000 1,100,782 34,096,216 △ 295,434 その他収入は、参加費等

合計 68,596,692 63,707,000 4,889,692 68,579,678 17,014

(参考）

収入額

　 委託料収入 その他収入

人件費 13,792,000 13,792,000 0 13,205,648 586,352

運営事務費 7,804,594 3,595,000 4,209,494 8,440,380 △ 635,786
事務費及び光熱水費
その他収入は、施設利用料等

施設管理経費 13,381,000 13,381,000 0 12,402,033 978,967

事業経費 33,713,054 32,352,000 1,361,054 34,428,383 △ 715,329 その他収入は、参加費等

合計 68,690,648 63,120,000 5,570,548 68,476,444 214,204

平成24年度　新宿区立環境学習情報センタ－及び新宿区立区民ギャラリ－

収支内訳書

項目 支出額 損益 備考

平成25年度　新宿区立環境学習情報センタ－及び新宿区立区民ギャラリ－

収支内訳書

項目 支出額 損益 備考



１　環境学習情報センター

事業番号 事業名 協定内容 実績

１－① 地域との信頼を築く「協働推進パートナーシップ会議」年３回程度
３回実施
参加者：306名

１－②
区民・団体・事業者の参画の場
「センター運営プロジェクト会議」

年１０回程度
11回実施
参加者：283名

２－①
環境月間特別行事
「地域で実現する本当のエコライフ」

6月上旬
5/29・30・31・6/2・3展示、6/1イベント
実施　参加者：1,213名

２－② 地域の環境交流「新宿エコライフまつり」 年1回、6月
6/16落合第二地域センターにて開催
参加者：250名

２－③ 「新宿の環境学習応援団」まちの先生見本市 年1回
2月1日実施、参加団体：50団体
参加者：1,050名

２－④ 環境教育の指導者研修 １回以上 7月27日実施、参加者：16名

２－⑤ 都市と農山村交流エコツアー「自然体験学習」 年２回以上
２回実施（6/22,10/26-27は台風の為中止）,
参加者：30名

２－⑥ 「地域をつなぐ持続可能な都市づくり」 3回以上 14回実施　参加者：1,７０７名

２－⑦ 「新宿エコレンジャー普及啓発プロジェクト」
2回以上。
（エコレンジャー出演は、通
年実施）

7イベントにて実施。
観客総数４９３名

３－① 「新宿エコワン・グランプリ（家庭・グループ部門）」 3月表彰式開催
3月８日表彰式を実施。
応募数：９点，参加人数：90名

３－② 「足元から省エネ・創エネ・エコライフ」 3回程度
１０回実施（5/29～3/16)
参加者：3,612名

３－③ 記録して実践する「エコチェック・ダイアリー」 12月上旬　配布
5,000部作成
12月5日納品、配布

３－④ 心をつないでまちを涼しく「みどりのカーテンプロジェクト」 12回程度
説明会９回(ビギナー・リピーター各8回、百人町地
域1回)、料理教室等講座8回、参加者数1,040名

３－⑤ 自然とくらす「新宿の身近な自然体験」 ２２回程度
26回開催
参加者：８６６名

３－⑥ リデュース・リフューズ・リユース・リサイクル「４Ｒをくらしに活かす」 年３回程度
11回実施
参加者：126名

４－① 「新宿エコワン・グランプリ（事業者部門）」の実施 3月　表彰式開催
3月8日表彰式を実施
応募数：4点，参加人数：90名

４－② 「新宿環境経営塾」 年３回以上 ６回実施　参加者：１４６名

５－①
「環境日記　伝えようエコライフ・こども環境シンポジ
ウム」

5月配布
11月「新宿こども環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ」表彰式開催

11月9日開催、応募作品数：882点
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ180名参加

５－② 「環境絵画　描こう！エコライフ」
11月「新宿こども環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ」開催

11月4日～10日開催、応募作品数：338
点、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ180名参加

５－③ 「夏休み　エコにトライ」 年5回以上
7月23日～8月23日　11回実施
参加者：599名

５－④ 「新宿こどもエコクラブ」 １１回程度
こどもエコ広場新宿15回開催
参加者計：344名

５－⑤ 環境学習「まちの先生」出前講座
出前は通年実施　50回
程度

出前授業；115回実施、参加者：5,490名

6 「情報をつなぐ・伝える・元気になる」 四半期に1回 5回発行　毎回1,500部発行

７－①
「新宿区エコリーダー養成講座」入門編・フォローアッ
プ編・地域人材バンク

１０回以上
16回実施(公開講座含む)
参加者：419名

７－②
「インターン（学生・シニア）及び児童・生徒・視察者受
入れ事業」

通年運営
インターン　３件受入れ
視察15件、取材　1件、環境学習　8件
訪問者数：　572名

２　区民ギャラリー　

実績

懇談会　１回　特別展　5回
ランチタイムコンサート　１１回

環境学習情報センター及び区民ギャラリーの事業に関する協定書内容と実施状況の比較

区分

ア　利用者懇談会の実施　イ　特別展の実施　ウ　ランチタイムコンサート等の企画実施
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